
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■目的・体制 

  ・金剛峯寺前駐車場の広庭化 

   来訪者の憩いの場として昔の佇まいを復元すべく、金剛峯寺はじめ関係各所

と協議を行い、改修してまいります。 

  

  ・法定外税の導入 

   道路・交通、駐車場、トイレ、ゴミ、オーバーツーリズム等の問題を解消すべ

く、財源の確保という観点から、高野山にお越しになる方にもお願いし、『法定

外税』の導入を行います。法定外税については、確保できた財源を道路修繕、

自動車の山内乗り入れ制限による交通渋滞緩和策、駐車場の警備員の人件費、

トイレ清掃費等に充てるために徴収させていただくよう検討を進め、コロナ禍

を経て急増する参拝観光のお客様の受け入れ環境を整備してまいります。 

 

 ■町長コメント 

  金剛峯寺前駐車場の広庭化については、金剛峯寺はじめ関係各所と協議を行い、

御遠忌までに改修するよう進めていきます。また、法定外税の導入については、

しっかりと検討を行い、令和 10 年 4 月までに始められるよう関係部署に指示し

ております。これらについては令和 6 年 3 月議会の施政方針にてご説明いたしま

す。 

 

 ■議会開会 令和 6年 3月 1日 10時～ 

 

  

 

 

令和 6年 2月 27日 

資  料  提  供 

和歌山県高野町 

令和 6年 3月議会で町長の施政方針において 

2034年御遠忌に向けた金剛峯寺前駐車場の広庭化、 

法定外税の導入についてご説明しますのでお知らせいたします。 

問合せ先 

●記者発表に関して 

企画公室：辻本 

  ☎0736-56-2932 


